
特定健康診査受診勧奨等事業の流れ （資料３０－１）

健診票送付 健診受診

（5月末） （6月・7月）

未受診

勧奨通知送付

（9月中旬）

②個別電話勧奨

（9月下旬～1月）

③問い合わせ（電話）

（9月下旬～1月末）

④訪問勧奨

（1月）

※特定健診は6月から開始する。7月末までに未受診の者に対し、9月から受診勧奨等事業を開始する。
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